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   社会福祉法人及び社会福祉施設等の適正な運営の確保について（通知） 

平素は社会福祉事業の推進につきまして、格別のご尽力をいただき厚くお礼申し

上げます。 

 社会福祉法人及び社会福祉施設等の適正な運営の確保については、平成２５年３

月２２日付け島根県健康福祉部長通知をはじめ累次の通知が発出されているところ

ですが、このたび、松江市所管の社会福祉法人が運営する保育所において、長年に

わたり勤務実態のない職員に対し給与等が支払われていたことが判明しました。 

 この事案を受け、松江市において、別添のとおり松江市所管の社会福祉法人に対

し、適正な運営の確保に係る通知が発出されましたのでご承知ください。 

 つきましては、貴法人におかれましても、このような不祥事の発生を未然に防止

するため、松江市が今回発出した通知及び島根県がこれまで発出した通知をご確認

いただき、社会福祉法人、社会福祉施設及び社会福祉事業の一層適正な運営の確保

に努めていただきますようお願いします。 
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